
 

 

 

平成 27 年６月 22 日 
 

医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って 

社債購入を勧誘する「株式会社ひまわり」に関する注意喚起 
  

平成 27 年１月以降、医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って、無担保

転換社債型新株予約権付社債（以下「社債」といいます。）の購入を勧誘する事業者に係

る相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「株式会社ひまわり」（以下「ひまわり」といいます。）の

勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（不実のことを告げること）

を確認したため、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）第 38 条第１項の規定に基づき、

消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛

けます。 
 

（注意喚起の要旨） 

○ ひまわりは、消費者に対し、同社の医療福祉・介護福祉サポート事業の内容や過去の

配当実績表などを記載した資料等一式（以下「勧誘資料」といいます。）を封書で送付

してきます。 

消費者がひまわりからの封書を受け取るのと前後して、消費者宅に、ひまわりとは別

の事業者から電話があり、「パンフレットを譲ってほしい。」、「名前だけ貸してほしい。」

などと一方的に依頼してきます。 

○ その後、社債購入に対する名義貸しを断らなかった消費者にひまわりから電話があ

り、消費者の名前で振込があったが、「名義が違うので、法律違反だ。」などと理由をつ

けて「責任を取ってお金を支払え。」などと要求してきます。 

○ ひまわりは、消費者に送付した勧誘資料に同社の事務所の所在地を掲載しています

が、当該所在地に同社の事務所は存在しておらず、商業登記簿への登記もなく、金融商

品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)に基づく届出もありません。 

○ 以上のことから、ひまわりの医療福祉・介護福祉サポート事業や社債発行は実体がな

いことが強く疑われます。ひまわりから勧誘資料が届いた場合及びひまわりとは別の事

業者からひまわりの勧誘資料について電話で質問を受けた場合は、決して応じないでく

ださい。 

○ 見知らぬ人や事業者からの「債券を購入する権利を譲ってほしい。」、「あなたの名前

だけ貸してほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受

けても決して応じてはいけません。 

○ このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、消費生活センターや警察に相

談しましょう。 

本件に関する問合せ先 

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室 

TEL：03(3507)9187 FAX：03(3507)9287 
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医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って 

社債購入を勧誘する「株式会社ひまわり」に関する注意喚起 

 
平成 27 年１月以降、医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って、無担保転換社

債型新株予約権付社債（以下「社債」といいます。）の購入を勧誘する事業者に係る相談が、各

地の消費生活センターに寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「株式会社ひまわり」（以下「ひまわり」といいます。）の勧誘に

おいて消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（不実のことを告げること）を確認したた

め、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第１項の規定に基づき、消費者被害の発生

又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 

 

１．事業者の概要 

名   称 株式会社ひまわり 

所 在 地 東京都荒川区西日暮里２－40－３ 

代 表 者 代表取締役 西澤 雄司 

設   立 1997年４月２日 

資 本 金 ３億2000万円 

※ ひまわりが消費者に提供した資料に記載されている内容です。 
※ ひまわりは、上記所在地に存在しません。 
※ 同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。 

 

２．具体的な勧誘事例（資料の詳細は別添を参照） 

（１）平成27年１月中旬ころ、消費者宅に封筒が届いた。封筒には、ひまわりのパンフレット、

「ご挨拶」と題する書面、会社概要、社債の申込書、電話番号のお知らせ等が入っていた。

資料を送ってきたのは、ひまわりという東京にある介護福祉事業の会社だと思った。 

（２）封筒が届いたのち、消費者宅に、ひまわりとは別の事業者（以下「Ａ」といいます。）の

担当者を名乗る者から「介護関連事業者から封筒が届いていないか。」と電話が掛かってき

た。 

消費者は、Ａの担当者から債券の投資について説明されたが、投資に興味が無かったので

断ったところ、Ａの担当者から「パンフレットを２万円で譲ってほしい。」、「あなたに迷惑

は掛けないので名前だけ貸してほしい。」と依頼された。また、ひまわりに何口購入できる

か確認して欲しいと頼まれた。 

消費者は、名前を貸すくらいなら構わないと思い、債券の口数を確認することを承諾して

ひまわりに電話をすると、ひまわりの担当者は、「債券の残りはあと２口ある。」と答えたた

め、Ａの担当者にそのことを伝えたところ、Ａの担当者は、「あなたの名前で２０００万円

支払います。」と言ってきた。 

（３）しばらくして、消費者宅にひまわりの担当者から電話があり、「あなたの名前で２０００

万円の振込があったが、名義が違う。個人の名前でなければならないところ、Ａの会社名も

同時にある。これは法律違反だからあなたが責任を取ってお金を支払ってください。」と言っ

た。 

ひまわりの言っていることが理解できなかった消費者は、名前を貸しただけだから払う必

要がないとひまわりの担当者に何度も言ったものの、ひまわりの担当者から「あなたが２０

００万円を支払え。」と一方的に要求された。その後、消費者は、当初のひまわりの担当者
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以外の担当者やひまわりの弁護士を名乗る者からもお金を払うよう要求された。 

（４）消費者は、お金を支払ういわれはないと思っていたが、ひまわりの担当者から、「お金を

支払わなければ、銀行口座の預金取引を止める。銀行での取引ができなくなる。」と言われ

不安になり、契約中の保険を解約して支払わなければならないと思い、最寄りの消費生活セ

ンター及び銀行に出向いて相談した。 

 

３．当庁が確認した事実 

○ ひまわりは、消費者に対し、同社の医療福祉・介護福祉サポート事業の内容や過去の配当

実績表などを記載した勧誘資料を封書で送付してきます。 

消費者がひまわりからの封書を受け取るのと前後して、消費者宅に、ひまわりとは別の事

業者から電話があり、「パンフレットを譲ってほしい。」、「緑色の封筒を取っておいてほしい。」、

「債券を買う権利を譲ってほしい。」、「名前だけ貸してほしい。」などと依頼してきます。 

○ その後、社債購入に対する名義貸しを断らなかった消費者にひまわりから電話があり、消

費者の名前で振込があったが、「名義が違うので、法律違反だ。」などと理由をつけて、「責任

を取ってお金を支払え。」などと要求してきます。 

○ ひまわりは、消費者に送付した勧誘資料に同社の事務所の所在地を掲載していますが、当

該所在地に同社の事務所は存在しませんでした。 

○ ひまわりが消費者に送付した勧誘資料に記載している所在地に係る商業登記簿を確認した

ところ、当該所在地におけるひまわりの登記は存在しませんでした。 

○ ひまわりが消費者に送付した勧誘資料には、「ひまわり介護福祉事業を金融庁適格機関投

資家特例業務届出業者として組成し」などと記載されていますが、金融商品取引法(昭和23

年法律第25号)に基づく届出の事実はありませんでした。 

 

４．消費者へのアドバイス 

○ 前記３の事実を踏まえると、ひまわりの医療福祉・介護福祉サポート事業や社債発行は実

体がないことが強く疑われます。ひまわりから勧誘資料が届いた場合及びひまわりとは別の

事業者からひまわりの勧誘資料について電話で質問を受けた場合は、決して応じないでくだ

さい。 

○ 見知らぬ人や事業者からの「債券を購入する権利を譲ってほしい。」、「あなたの名前だけ

貸してほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受けても決し

て応じてはいけません。 

○ 金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的な御質問・御相談・御意見を金融サー

ビス利用者相談室で受け付けるとともに、詐欺的な投資勧誘等への注意を促すリーフレット

「これは投資詐欺の可能性！」をウェブサイトに掲載するなどして注意を促していますので、

参考にしてください。 

● リーフレット『これは投資詐欺の可能性！』 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/toushisagi.pdf 

○ このような取引に関して不審な点があった場合は、各地の消費生活相談窓口（消費生活セ

ンター）や警察に相談しましょう。 

● 消費者ホットライン（最寄りの消費生活センターを御存知でない場合） 

電話番号 0570－064－370（平成27年７月１日より、188番での案内を開始します。） 

● 警察相談専用電話 

       電話番号 ＃9110 

（以 上） 
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